
漁業法（昭和 24年法律第 267号）第 58条において読み替えて準用する同法第 42条第 1

項の規定に基づき、山形県漁業調整規則（令和２年県規則第 66号）第５条第１項第８号に

掲げるかご漁業（県内船）につき、山形県漁業調整規則第 12条第１項各号に掲げる事項に

関する制限措置を次のように定める。 

令和４年１月１日 

                         山形県知事 吉村 美栄子 

 

１ かご漁業（県内船） 

（１）許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他の制限措置 
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（２）許可又は起業の認可を申請すべき期間 

  定めなし 

 

別記 操業区域 

  以下の（１）から（４）の海域のうち、水深８００メートル以深の海域とする。 
（世界測地系表記） 

 （１）北緯４０度３０分東経１３８度の点と、北緯３７度３０分東経１３５度の点を結
ぶ線以東であって、最大高潮時海岸線から５０海里以遠の山形県沖合海面。 

 （２）次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域。 
ア 北緯３９度２０．０１９分、東経１３９度１２．１７８分 

イ 北緯３９度１５．２６０分、東経１３９度２７．１６３分 
ウ 北緯３９度０２．３７７分、東経１３９度１９．０２５分 
エ 北緯３９度０６．４９５分、東経１３９度０６．００２分 

 （３）次のＡ、Ｂ、Ｃ及びＡを順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域。 

Ａ 北緯３９度０１．１７０分、東経１３８度４８．６２９分 
Ｂ 北緯３９度０２．９８２分、東経１３８度５７．２２０分 
Ｃ 北緯３８度５６．２００分、東経１３８度５４．０３９分 

（４）次のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及びⅠを順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域。 
Ⅰ 北緯３９度２２．１６４分、東経１３９度 ０．２５０分 
Ⅱ 北緯３９度２０．７５３分、東経１３９度０４．１４４分 



Ⅲ 北緯３９度１１．１６７分、東経１３８度５６．３５５分 
Ⅳ 北緯３９度１３．３３３分、東経１３８度５３．７４５分 


